
＜取組内容の視点＞
○ いじめ防止の取組の充実
・児童会や生徒会活動における主体的ないじめ防止に取り組む活動
・いじめの積極的な認知及び学校いじめ対策組織による早期発見・早期対応の徹底
・児童生徒が相談しやすい校内体制の整備及び相談窓口の周知

○ 不登校児童生徒への支援の充実
・自己存在感及び共感的な人関関係を育成し、自己決定の場を与える教育活動の充実
・学ぶ意欲を高める指導方法や指導体制の工夫改善
・子どもたちが主体的に取り組む共同的な活動等、「絆づくり」の推進

○ 安全・安心な教育環境の構築
・不審者対応訓練等、警察や関係団体等と連携した防犯教室・防犯訓練の実施
・家庭や地域、防災関係機関との連携による避難所設営体験等、「１日防災学校」の実施
・自校における「学校安全計画」、「危機管理マニュアル」の見直し、改善

○ 道徳教育の充実
・多様性の尊重や価値観の異なる他者との共生の実現に向けた人権教育の充実

○ 地域と学校の連携・協働の推進
・自然環境や人材等、地域の教育資源を活用した特色ある教育の充実

○ 教師としての資質能力の向上
・教育者としての強い使命感・倫理観や実践的指導力等、専門性の向上に向けた取組の充実

本市では、全ての子どもが楽しく通い、安心して学ぶことができるよう、教育委員会及び学
校の職員が一体となって、次の取組を推進します。

学校運営協議会やＰＴＡ等と連携し、地域全体で子どもたちを見守
る体制を築くとともに、地域の専門家や自然から学ぶ体験活動を充実
させ、子どもたちの「絆づくり」と郷土愛を育む学校づくりを進めま
す。

学校及び関係機関、地域社会が連携を強化して、子ども一人
一人の悩みや困り感への支援にあたるなど、全ての子どもたち
が安心して学校生活を送ることができる環境をつくっていきま
す。

（令和７年度全国学力・学習状況調査 児童生徒質問調査から）


